
・ 生態系被害防止外来種リストのうち、「緊急対策外来種及び重点対策外来種」は、
周辺環境に影響を及ぼす危険性があるため、植栽の禁止とするよう努める。

⑧生態系被害防止外来種リスト（平成28年10月改定）について

７８

・環境省及び農林水産省が指定している「生態系被害防止外来種リスト」を指定してい
ます。その選定基準は以下のとおりです。
○侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又は
そのおそれのある外来種を選定

○外来生物法に基づく規制の対象となる特定外来生物・未判定外来生物に加えて、同
法の規制対象以外の外来種も幅広く選定

○国外由来の外来種だけでなく、国内由来の外来種も対象

・生態系被害防止外来種リストの詳細につきましては下記の横浜市のＨＰをご確認くだ

さい。

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html

（１）生態系被害防止外来種リストとは

（２）当地区における推奨内容

■生態系被害防止外来種リスト（環境省・農林水産省ＨＰ）


